
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年１２月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第１５５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年８月１１日（日） １４時５２分ごろ 

発生場所 岡山県岡山市岡山水道 

 岡山市所在の米埼灯台から真方位０２１°９７０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３５.１′ 東経１３４°０３.０′） 

事故等調査の経過  平成２５年８月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート エクセレント号、４.２トン 

   ２７１－３７９７８岡山、瀬戸内パッケージ工業株式会社 

Ｂ 水上オートバイ 健
けん

、５トン未満 

   ２７１－３２４３７岡山、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に亀裂を伴う凹損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、岡山水道を

約２２ノットの対地速力で手動操舵によって北西進中、船長Ａが、左

舷前方でジグザグに遊走するＢ船を視認し、その後、Ｂ船が左舷方１

５０ｍ付近で左旋回して接近したので、危険を感じて汽笛を２回吹鳴

したが、平成２５年８月１１日１４時５２分ごろＡ船の左舷船尾部と

Ｂ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、落水した船長ＢがＢ船に乗ったので、船長Ｂに声を掛け

て怪我
け が

がないことを確認し、海上保安庁に連絡して自力航行した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、岡山市所在の正儀シーサイド広

場を出発し、岡山水道を遊走中、船長Ｂが操縦が楽しくて夢中にな

り、陸に向かって左旋回しているときに船首部とＡ船とが衝突した。 

 船長Ｂは、落水したが、再びＢ船に乗り、自力航行した。 

 船長Ｂは、頭部打撲、左顔面挫傷等を負った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 



 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、岡山水道を北西進中、船長Ａが、左舷前方でジグザグに遊

走するＢ船を認め、Ｂ船が左舷方１５０ｍ付近で左旋回して接近した

ので、汽笛を吹鳴したが、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、岡山水道を遊走中、船長Ｂが操縦することに注意を向けて

いたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、岡山水道において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が遊走中、船

長Ｂが操縦することに注意を向けていたため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時、見張りを適切に行い、他の船舶に接近しないように注意す

ること。 

 


